認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業に係る事前エントリー票[bookmark: _Hlk194325085][bookmark: _Hlk194324944][bookmark: _Hlk194324945]【提出にあたっての注意事項等について】
１　記載方法について
必要事項を記入する又は該当する項目にチェック（レ点等）を入れてください。　
２　期限について
[bookmark: _Hlk216464140][bookmark: _Hlk216457239]・意向連絡：令和８年４月２日（木）16時まで
　　　　　　　エントリー意向がある旨について、電子メールを送信の上、（過去に、送信エラーなどで到達されなかった事例が散見されますことから）お手数をおかけしますが、確実に意向をお受けするために、お電話をいただきますようお願いいたします。
　　　　　E-mail：kf-kscm@city.yokohama.lg.jp
電話：045-671-3414
・データ提出：令和８年４月９日（木）16時まで
データの提出先：kf-kscm@city.yokohama.lg.jp
※メール件名には「【申込】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の事前エントリーについて（事業所名）」と入力してください。
３　提出書類について
（1） 事前エントリー票、（２）平面図、（３）位置図、（４）写真、（５）見積書
・平面図：当該事業所全ての階が対象。設備の設置場所や改修場所等を記載してください。
・位置図：最寄り駅や公園などの目標物が入り、事業所の位置を記した地図。
・写真：現況及び改修箇所が分かるもの。設置位置等を丸などで囲んで図示してください。
　 　※写真や配置図をWord等に貼りつけるなどして作成してください。
・見積書（工事請負業者）
[bookmark: _Hlk216457292]※原則、横浜市内事業者（＊）のうち、２社以上から取得した見積書（消費税込みの額を表記）。
　 　　　　＊横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第7条に規定する一般競争入札有資格者名簿に
おける所在地区分が市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所の所在地が市内である者並
びに主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されていない団体
 　　　※非常用自家発電設置整備の場合
自家発電設備の設置工事を行う工事業者には、建設業法による業種許可等の規制が課せられます。
そのため、500万円以上の自家発電設置整備工事は、登録工種が【17：電気】または【21：機械器具　設置】となりますので、必ずご確認ください(上記工種以外の業者による施工は、認められません）。
全て、Ａ４でプリントアウトできるデータとしてください。
　　上記（２）～（５）のデータについては、番号順に並べてなるべく一つのＰＤＦデータにまとめてください。また、データには「しおり」をつけ、横型のデータは横向きに表示されるようにしてください。
[bookmark: _Hlk194325141]　　　※横浜市役所のシステム上、データ容量が７ＭＢを超えるメールは受信することができません。データ容量が７ＭＢを超える場合、①担当者まで、メール転送サービスの利用をお申し出いただくか、②メールを２～３通に分けて７ＭＢ以下でご送信ください。
 ４　併設事業所がある場合の追加提出資料等について
· 書類は、エントリー事業所毎に作成してください。
· 「補助対象面積確認シート」を追加で作成し、面積按分により補助対象事業費を算出してください。
· 面積按分の根拠資料（事業所の面積表や、各事業所の専用面積及び共用面積を色分けした平面図）を添付してください。











































記入年月日　令　和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

法人名称　　　　　　　　　　　　　　　

法人所在地　　　　　　　　　　　　　　　


代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　

１　事業所情報等について

(1)　事業所名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2)　事業種別
    ア　□　認知症対応型通所介護
　　イ　□　認知症高齢者グループホーム
　　ウ  □　小規模多機能型居宅介護
　　エ  □　看護小規模多機能型居宅介護
　　オ　□　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(3)　事業所所在地

　　　　〒 　- 　　横浜市　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(4)　開設年月日

　　 　（元号）　　　・（西暦）　　　　　年　　　　　月　　　　　日

(5)　担当者氏名（ふりがな）

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(6)　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(7)　電子メールアドレス

　　 　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


 (8)　福祉避難所＊指定（協定）状況
　　　（＊指定福祉避難所、協定等による福祉避難所）
　　　　□　有　　□  無

(9)　ＢＣＰ（業務継続計画）の作成状況
　　　　□　作成済み
※　国より提出を求められた場合は、計画をご提出いただきます。
□　作成見込み（作成時期：Ｒ　年　月）　
□　未作成
　　　　　※　策定がない事業所については原則補助対象外です。

 (10) 避難確保計画
　　　□　作成済み
□　作成見込み（作成時期：Ｒ　年　月）　
□　未作成
※避難確保計画において、洪水浸水想定区域については、水防法第１５条の３に、土砂災害警戒区域については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８条の２に基づく計画である必要があります。

 (11) 非常災害対策計画
　　　　□　作成済み
※　国より提出を求められた場合は、計画をご提出いただきます。
□　作成見込み（作成時期：Ｒ　年　月）　
□　未作成
　　　　　※　策定がない事業所については原則補助対象外です。

[bookmark: _Hlk193974273][bookmark: _Hlk194326591](12) 当該事業所の事業所や用地に対する抵当権の設定
　　　□　ある　　　□　ない
      ※原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外です。なお、一部例外がありますので、「ある」の場合には以下についてもご回答ください。

抵当権は、行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用したもののみである。
　　　□　はい　　　□　いいえ
[bookmark: _Hlk194092448]※「いいえ」の場合は、原則として補助対象外ですが、以下の①～③に合致する場合は対象とする場合がありますので、建物および土地の登記簿謄本を添付のうえ、早めに本市へご相談ください。

1 既借入金の年間返済予定額が、原則、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
2 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと 
3 [bookmark: _Hlk216172967]申請法人が抵当権設定者であること


[bookmark: _Hlk194333538](13) 補助対象工事の実施に伴う、建物や土地に対する抵当権の今後の設定予定。　
　　　□　ある　　　□　ない

（14）過去10年以内に本事業を活用した場合の時期（年度）

　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　※事業メニュー（耐震化促進、大規模修繕、非常用自家発電整備、水害対策強化）に関わらず認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業として交付金の交付を受けた直近の時期（年度）を記載してください。

２　建物状況について
　　建物の状況を記入してください。
なお、建物内に併設事業所等がある場合は、事業所部分と全体部分をそれぞれ記入して
ください。

(1)　竣工年月日
　　 　（元号）　　　（西暦）　　　　　年　　　　　月　　　　日

(2)　階数
　　 地上　　　　　階・地下　　　　　階建て　（うち事業所部分　　　　　階）

(3)　所有形態
□　自己所有　　　□　借家　※
※　①施工について家主の内諾を得ていること、②補助を受けて施工した設備等は、家主と　の賃貸借契約書において「全て事業者の財産であること」を付記（または別途覚書等を締結）することが必要となります。


３　工事について
予定している工事内容を具体的に記入してください。

(1)　工事内容（該当するものに○）
　　ア　大規模修繕等支援事業

　　　イ　耐震化促進事業
　
　　　ウ　非常用自家発電設備整備事業
　　　　（平時を含めた使用が想定される設備は対象外、持ち運びが可能など事業所に固定しない用途の場合は対象外）

　　　エ　水害対策強化事業



(2)　(1)で選択した工事の具体的内容（どのような危険性を改善するためのどのような工事内容か、具体的に明記してください）





























(3)　工事を予定している部分の改築・改修年月日（該当がある場合のみ記入）
　　　（元号）　　　（西暦）　　　　　年　　　　　月　　　　日

(4)　工事を予定している範囲内に併設している事業所が　　□　ある※　　　□　ない
※「ある」場合にお答えください。
　面積按分等を行っているか（補助対象面積確認シートの提出が必要です。）
　　　 　□　はい　　　□　いいえ

(5)　（工事内容が耐震改修工事の場合のみ、回答してください。）
　 　耐震診断実施の有無
　　 　□　実施している　　　□　実施していない

(6)　（工事内容が非常用自家発電設備整備の場合のみ、回答してください。）
Ｑ１　専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり事業所に付帯する工事を伴うものか
（購入のみは対象外）
　　□　はい　　　□　いいえ　

Ｑ２　整備を行った結果、電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された場合において、発災後何時間の事業継続が可能か（72時間の事業継続が可能な設備であることが必要）。
　　　　　　　　　時間

Ｑ３　当該設備の耐震性が確保されていることが分かる資料が整備できるか
　　　□　はい　　　　□　いいえ

　Ｑ４　今回導入する機器の設置場所は適切か。
　 　　（浸水等が想定される場所、大規模地震の際に揺れの激しい場所、機器の仕様に合わない場所に設置を検討していないか）
　　　　□　適切である　　　□　適切ではない
　

Ｑ５　□　機種が可搬型でない
□　機種が可搬（ポータブル）型である（※可搬型の場合、原則、補助対象外です。）
　　　　
Ｑ６　(4)で「併設している事業所がある」と回答した場合にお答えください。
併設事業所に短期入所事業所が　　　□　ある　　　□　ない

(7)　（工事内容が水害対策強化及び非常用自家発電設備整備の場合のみ、回答してください。）
　 　事業所が該当している災害等区域（複数該当する場合、全て記入してください。）
     ※①土砂災害特別警戒区域、②土砂災害警戒区域、③急傾斜地崩壊危険区域、
④浸水想定区域（洪水・内水・高潮、津波） ⑤（水害対策のみ）地すべり防止区域　等
　　　※上記区域については、次のＵＲＬから確認できます。
①～③の検索サイト
神奈川県土砂災害情報ポータル【神奈川県のＨＰ】
https://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html
　　　　④の検索サイト
わいわい防災マップ【横浜市のＨＰ】
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal

　　 　・①～③、⑤ □　該当なし　　□　　　　　　　　　　　区域に該当
　　　 ・④　　　　 □　該当なし　　□　　　　　　　　　の浸水想定区域に該当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最大想定浸水深:　　m～　　m）

(8)　（工事内容が水害対策強化の場合のみ、回答してください。）
　　 エレベーターの有無
　 □　ある　　□　ない

(9)　補助対象経費の実支出予定額
（見積書の金額を基に、記載してください）
①　　　　　　　　　　　　　円　※見積書（税込）の金額
②　　　　　　　　　　　　　円　※見積書（税込）の金額



４　利用者等について　
(1)　全入所（居）者、利用者※の数（以下のいずれかの数でお答えください。）
　※　（看護）小規模多機能型居宅介護事業所については、登録人数でお答えください。
[bookmark: _Hlk194396704]□　令和８年４月１日時点の人数　　　　　　　　　　　　 　　　　　人
□　令和７年４月１日～令和８年３月31日までの延べ人数　　　　　　人
（例）1日15人が365日間利用した場合　　15×365＝5,475（5,475を記入）




(2) 利用者の要介護度の内訳（以下のいずれかの数でお答えください。）
　□　令和８年４月１日時点の人数
□　令和7年４月１日～令和８年３月31日までの延べ人数）
　　要介護１　　　　　　人　　　　　　　要支援１　　　　　　人
　　要介護２　　　　　　人　　　　　　　要支援２　　　　　　人
　　要介護３　　　　　　人
　　要介護４　　　　　　人              
要介護５　　　　　　人

 (3) （1）のうち、医療的配慮（人工呼吸器・酸素療法・喀痰吸引等）が必要な利用者
　※工事内容が非常用自家発電設備整備の場合は、下段の延べ人数でお答えください。
　　（非常用自家発電設備整備以外の場合は、いずれかの数でお答えください。）
[bookmark: _Hlk194396717]□　令和８年４月１日時点の人数　　　　　　　　　　　　 　　　　　人
□　令和７年４月１日～令和８年３月31日までの延べ人数　　　　　　人

　質問項目は以上です。
